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快適で安心できる生活環境の確保について 
～ 対物保健WGとりまとめ～ 

対物保健を巡る環境変化 
 
【共通事項】 
○保健所の統合等による所管エリアの拡大 
○食品衛生監視員、環境衛生監視員ともに、専門職種確保困難、保健所職員の人員削減等に 
  より、専任者が徐々に減尐 専門性の低下 など 
【生活衛生分野】 
○小規模零細営業者が大多数 
○業態の多様化（チェーン店化、深夜営業の増加等） 
○事業者組合メリット・指導センター役割の希薄（非加盟事業者の増加等） 
○各監視業務における自治体間の取組の格差 など 
【食品安全分野】 
○広域・大規模食中毒事例の発生 
○国民の食の安全への関心の増大 など 
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快適で安心できる生活環境確保のための資源 
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生活衛生分野の取組の方向性と方策 
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【方向性】 
○規制・監視体制の強化 
【方策】 
○指導・監視の地域間格差を分析・評価 → 結
果を自治体に周知 

○監視指導状況が特に高い自治体と低い自治体
の取り組みの分析 
○環境衛生監視員講習制度創設（H.24年度予算
で対応保健医療科学院と連携） → 内容を協議 

○ 

住民 

各事業者 

【方向性】 

○ソーシャルキャピタルである生活衛生同業
組合等の機能強化と活用 
【方策】 

○自治体による新規営業者等の組合への加
入促進（H23.7 通知発出済） 
○保健所等から営業者への伝達機能促進 

○全国指導センターの大規模チェーン店等と
の連携を図り、公衆衛生情報提供機能強化 

【方向性】 

○営業者の自主的な衛生努力の支援と消費
者への情報関与の促進 
【方策】 

○自主管理点検表の普及・公表（店舗への
掲示、組合・指導センターからの指導促進） 
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保健所等の行政機関 
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【方向性】 
○行政間ネットワークの強化 
○関係人材の資質向上 
【方策】 
食中毒調査支援システム（NESFD）の活用 
○食中毒関連情報共有システム 
○WEB会議システム 
○E-learning研修システム 
 

住民 
【方向性】 
○リスクコミュニケーションの積極展開 
【方策】 
○効果的なリスコミ手法の開発・周知 

○食安全に関する情報の収集及び提供体制
の強化 
○ソーシャルキャピタルの育成強化 


